
 

      

 

長野市（こども未来部）プレスリリース 

 令和２年４月 30 日 

 

 

 

 

保育所等を利用している保護者に対して登園自粛のお願いする期間を

延長します。 

 

 

 

 

 

 

１ 登園自粛をお願いする期間（延長） 

令和２年４月 17 日（金）から５月６日（水）まで 

              ５月 10 日（日）まで 

※今後の情勢の変化により、期間を更に延長する場合があります。 

 

２ お願いする内容 

   家庭で保育が可能な場合は、登園を控えていただくようお願いします。 

   なお、保育が必要な方の利用を制限するものではありません。 

 

３ 登園自粛の対象施設 

   認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所 
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